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産
業
建
設
常
任
委
員
会
（
３
月
１６
日
）

問

２7
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
7
号
）
で
「
ま

ち
な
か
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
の
指
定
管
理
料
」
の
積
算
に
お

い
て
使
用
料
の
一
部
を
指
定
管
理
者
の
収
入
か
ら
除
き
、

指
定
管
理
料
を
年
間
２
９
０
万
円
増
額
さ
れ
る
が
、
使
用

料
の
内
容
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答

会
議
室
と
か
多
目
的
ホ
ー
ル
の
使
用
料
で
は
な

く
、
行
政
財
産
の
使
用
料
に
基
づ
く
使
用
料
で
、
商
工
会

議
所
、
西
九
州
大
学
等
の
ス
ペ
ー
ス
分
で
あ
る
。
行
政
財

産
使
用
料
条
例
に
基
づ
い
て
市
が
貸
し
付
け
る
部
屋
で
あ

り
、
施
設
で
は
指
定
管
理
者
の
直
接
収
入
と
市
の
収
入
と

す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。28
年
度
か
ら
統
一
化
を
図
る
た
め
、

全
て
一
旦
市
の
収
入
に
す
る
こ
と
に
決
定
し
て
い
る
。
こ

の
た
め
指
定
管
理
者
の
収
入
か
ら
除
外
し
て
市
の
収
入
に

あ
げ
、
そ
の
分
を
指
定
管
理
料
と
し
て
増
額
す
る
。

問

２８
年
度
小
城
市
一
般
会
計
予
算
で
農
地
維
持
支
払

交
付
金
、
資
源
向
上
（
共
同
活
動
・
長
寿
命
化
）
交
付
金

が
あ
る
が
、
市
内
農
地
で
ど
れ
位
の
面
積
割
合
で
実
施
さ

れ
て
い
る
か
。

答

市
内
農
振
農

用
地
面
積
の
３
，３
８

１
ha
の
内
、
一
番
多

く
取
り
組
ま
れ
て
い

る
の
は
農
地
維
持
支

払
い
交
付
金
で
、
取

り
組
み
面
積
２
，８
３

８
ha
、
約
84
％
が
取

り
組
ま
れ
て
い
る
。
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▲共同活動による用排水路清掃

常
任
委
員
会
報
告

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
（
３
月
１７
日
）

問

桜
岡
小
学
校
プ
ー
ル
改
築
事
業
に
つ
い
て
、
用
地

買
収
等
の
執
行
残
で
２
，２
０
０
万
円
の
減
額
は
買
収
費

だ
け
な
の
か
。

答

用
地
買
収
と
補
償
費
の
減
額
。
当
初
予
算
で
は
、

全
面
積
２
，１
２
９
㎡
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
用
地
交
渉

の
結
果
、
最
終
的
に
１
，８
８
２
㎡
の
買
収
に
な
っ
た
た

め
減
額
が
生
じ
た
。

問

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
、
就
学
前
ま
で

は
現
物
給
付
方
式
で
そ
の
後
は
償
還
払
い
方
式
と
な
っ
て

い
る
が
、
就
学
後
も
現
物
支
給
方
式
に
は
な
ら
な
い
か
。

答

就
学
前
は
県
が
２
分
の
１
補
助
と
い
う
こ
と
で
、

県
内
全
市
町
が
同
じ
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

小
・
中
学
の
入
院
・
通
院
・
調
剤
に
つ
い
て
は
各
自
治

体
で
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
現
在
、
県
が
医
師
会
等
に
現
物

給
付
方
式
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
調
整
を
し
て
い
る
。

総
務
常
任
委
員
会
（
３
月
１４
日
）

問

人
事
評
価
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
、
メ
リ
ッ
ト
デ

メ
リ
ッ
ト
は
。

　
県
内
自
治
体
の
導
入
状
況
は
ど
う
か
。

答

メ
リ
ッ
ト
は
職
員
の
や
る
気
や
能
力
を
最
大
限
に

引
き
出
し
、事
業
の
目
的
・
目
標
が
達
成
さ
れ
、市
民
サ
ー

ビ
ス
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
か
ら
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

に
つ
な
が
る
。
デ
メ
リ
ッ
ト
は
考
え
て
い
な
い
。

　

県
内
の
状
況
は
法
律
改
正
に
よ
り
制
度
を
導
入
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
取
り
組
ま
な
い
市
町
は
無
い
と

思
う
。

問

防
災
備
蓄
倉
庫
整
備
事
業
で
、
現
在
の
状
況
と
今

後
の
対
応
は
。

答

現
在
１
，９
０
０
食
分
を
備
蓄
し
て
い
る
。

　

保
存
期
限
が
５
年
の
物
で
保
存
年
限
に
近
く
な
っ
た
物

は
、
地
区
の
防
災
訓

練
や
イ
ベ
ン
ト
等
で

試
食
用
に
提
供
し
て

い
き
た
い
。

　

備
蓄
は
約
７
，０

０
０
食
を
目
標
と
し

て
い
る
。
不
足
す
る

分
は
、
周
辺
市
町
や

コ
ン
ビ
ニ
、
ス
ー

パ
ー
と
も
協
定
を
結

ん
で
お
り
、
食
糧
に

つ
い
て
は
そ
ち
ら
か

ら
補
給
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。

▲現在備蓄されている非常食

▲桜岡小プール移設予定地

　３月９日の本会議において、各常任委
員会に付託された議案審査は、慎重な審
査の結果、全議案について可決した。


